
 

1 

 

 

大学機関別認証評価自己評価実施要項（令和２年度実施分）等修正箇所等一覧 

 

項

番 

修正前 修正後 該当ページ 

◆自己評価実施要項 

１ Ⅱ 基準ごとの自己評価 

２ 基準ごとの分析と判断 

（９）領域６の分析に当たり、・・・・。 

なお、当該第三者としての該当性に関しては、

関係する大学等に確認しつつ、機構が別に定め

るものとします。 

 

 

（９）領域６の分析に当たり・・・。 

なお、当該第三者としての該当性に関しては、

第５章を参照ください。 

４ 

変更 

２ ※ 根拠資料・データの示し方 

 

（１）分析項目に係る根拠資料・データは、資料番

号、名称を定め、１つの根拠資料・データごとに電子

ファイルを作成してください。分析項目の内容を整理

する方法が、別紙様式として示されている場合に

は、その様式を利用して電子ファイルを作成してくだ

さい。 

なお、ウェブサイトに掲載されているものを根拠資

料・データとする場合には、該当ページを電子ファイ

ルにして根拠資料としてくだい。（基準 3－6は除く。） 

（２）表示、印刷した時に、左上に大学名、右上に資

料番号が表示されるように作成してください。 

（３）【分析項目に係る根拠資料・データ】欄に、該当

する資料番号、名称を記載してください。 

（４）根拠資料・データの一覧表を作成してください。 

（５）自己評価書及び提出された根拠資料・データ

は、原則として公開します。公表された著作物等を

根拠資料とするときには著作権に配慮してください。

公表にふさわしくないものには、その旨を（４）の一覧

表の備考欄に記載してください。 

（６）上記（１）から（５）に関する具体的な資料・データ

の示し方等については、当該年度の自己評価書様

式の公表時に明示します。 

（７）分析項目に係る根拠資料・データとして、別紙３

※ 根拠資料・データの示し方 

 

（１）分析項目に係る根拠資料・データは、資料番

号、名称を定め、１つの根拠資料・データごとに電子

ファイルを作成してください。分析項目の内容を整理

する方法が、別紙様式として示されている場合に

は、その様式を利用して電子ファイルを作成してくだ

さい。 

なお、ウェブサイトに掲載されているものを根拠資

料・データとする場合には、該当ページを電子ファイ

ルにして根拠資料としてくだい。（基準 3－6は除く。） 

（２）【分析項目に係る根拠資料・データ】欄に、該当

する資料番号、名称を記載してください。 

（３）根拠資料・データの一覧表を作成してください。 

（４）自己評価書及び提出された根拠資料・データ

は、原則として公開します。公表された著作物等を

根拠資料とするときには著作権に配慮してください。

公表にふさわしくないものには、その旨を（３）の一覧

表の備考欄に記載してください。 

（５）上記（１）から（４）に関する具体的な資料・データ

の示し方等については、当該年度の自己評価書様

式の公表時に明示します。 

（６）分析項目に係る根拠資料・データとして、別紙３

「認証評価共通基礎データ様式についての注意事

項」（75頁～）に基づき、「認証評価共通基礎データ」

６ 

削除 

２ 
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「認証評価共通基礎データ様式についての注意事

項」（75頁～）に基づき、「認証評価共通基礎データ」

を作成してください。 

を作成してください。 

３ 新規 第５章 第三者による評価結果の活用について ９ 

新たに章立て 

◆自己評価実施要項【別紙２】基準ごとの分析を行う際の手順等について 

４ 分析項目２－１－２ 

 

【分析の手順】 

・教育研究上の基本組織と教育課程との関係を確

認する。 

 

 

 

 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

・教育研究上の基本組織一覧（別紙様式２－１－２） 

 

分析項目２－１－２ 

 

【分析の手順】 

・教育研究上の基本組織と教育課程との関係を確

認する。 

・共同教育課程、国際連携教育課程として設置され

た教育研究上の基本組織の場合は、当該教育課程

に係る全体としての教育研究活動の状況を示す報

告書を確認する。 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・明文化された規定類 

・教育研究上の基本組織一覧（別紙様式２－１－２） 

・評価実施年度における当該共同学科等の教育課

程に関する報告書（関与するすべての大学の名義

で作成されたもの。） 

19 

追記 

５ 分析項目２－５－１ 

 

【分析の手順】 

・教員の採用や昇格等に際し、職階ごとに求める教

育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の

水準を定めていることを確認する。 

・その水準の判断を行う方法を明確に定めているこ

とを確認する。 

・特に教育研究上の指導能力については、その水準

の判断を面接、模擬授業等で行っていることを確認

する。 

 

分析項目２－５－１ 

 

【分析の手順】 

・教員の採用や昇格等に際し、職階ごとに求める教

育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の

水準を定めていることを確認する。 

・その水準の判断を行う方法を明確に定めているこ

とを確認する。 

・特に教育研究上の指導能力については、その水準

の判断を面接、模擬授業等で行っていることを確認

する。 

※大学院の資格審査は様式に記載しなくてよい。 

※共同大学院の資格審査は、特記事項に記載 

27 

留意点の追記 

６ 分析項目４－１－３ 

 

分析項目４－１－３ 

 

42 

別紙様式を追
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【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・施設・設備の整備（耐震化、バリアフリー化等）状

況（面積、収容者数）、利用状況等が確認できる資

料 

・安全・防犯面への配慮がなされていることが確認

できる資料 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・施設・設備の耐震化、バリアフリー化等の整備状

況及び安全・防犯面への配慮の状況（別紙様式４－

１－３） 

・施設・設備の整備（耐震化、バリアフリー化等）状

況等が確認できる資料 

・安全・防犯面への配慮がなされていることが確認

できる資料 

加及び修正 

７ 分析項目４－２－１ 

 

【分析の手順】 

・生活支援等に関する総合的相談・助言体制の整備

及び支援の実績を確認する。 

・健康に関する相談・助言体制の整備及び支援の実

績を確認する。 

・就職等進路に関する相談・助言体制の整備及び支

援の実績を確認する。 

・各種ハラスメントに関する防止のための措置（規定

及び実施内容）・相談の体制の整備及び相談実績を

確認する。 

・各種相談・助言体制については、組織の役割、実

施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意

思決定プロセス、責任の所在等が確認できる資料・

データを用いて整備状況を確認する。 

※留学生に対しての支援の実施については、分析

項目４－２－３で確認。 

※障害のある学生等に対しての支援の実施につい

ては、分析項目４－２－４で確認。 

分析項目４－２－１ 

 

【分析の手順】 

・生活支援等に関する総合的相談・助言体制の整備

及び支援の実績を確認する。 

・健康に関する相談・助言体制の整備及び支援の実

績を確認する。 

・就職等進路に関する相談・助言体制の整備及び支

援の実績を確認する。 

・各種ハラスメントに関する防止のための措置（規定

及び実施内容）・相談の体制の整備及び相談実績を

確認する。 

・各種相談・助言体制については、組織の役割、実

施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意

思決定プロセス、責任の所在等が確認できる資料・

データを用いて整備状況を確認する。 

45 

削除 

８ 分析項目４－２－３ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・留学生に対する生活支援の状況が確認できる資

料（実施体制、実施方法、実施状況等） 

・留学生に対する外国語による情報提供（健康相

談、生活相談等）を行っている場合は、その資料 

分析項目４－２－３ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・留学生への生活支援の内容及び実施体制（別紙

様式４－２－３） 

・留学生に対する外国語による情報提供（健康相

談、生活相談等）を行っている場合は、その資料 

46 

別紙様式を追

加 

９ 分析項目４－２－４ 

 

分析項目４－２－４ 

 

46 

別紙様式を追
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【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・障害のある学生等に対する生活支援の状況が確

認できる資料（実施体制、実施方法等） 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・障害のある学生等に対する生活支援の内容及び

実施体制（別紙様式４－２－４） 

加 

10 領域６ 教育課程と学習成果に関する基準 

自己評価書作成にあたっての留意事項 

 

なお、当該第三者としての該当性並びに検証、助

言を受け、内部質保証に対する社会的信頼が一層

向上している場合の自己評価の方法等に関しては、

関係する大学等に確認しつつ、機構が別に定めるも

のとします。 

領域６ 教育課程と学習成果に関する基準 

自己評価書作成にあたっての留意事項 

 

なお、当該第三者としての該当性並びに検証、助

言を受け、内部質保証に対する社会的信頼が一層

向上している場合の自己評価の方法等に関しては、

第５章を参照ください。 

52 

変更 

11 分析項目６－４－４ 

 

【分析の手順】 

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認する。 

・教育上主要と認める授業科目への専任の教授又

は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのう

ち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任

の講師が担当する科目数）を確認する。 

※実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又

は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任

を持っている場合は、その授業科目を分析項目の

状況に準ずるものとして分析することが可能 

分析項目６－４－４ 

 

【分析の手順】 

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認する。 

・教育上主要と認める授業科目への専任の教授又

は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのう

ち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任

の講師が担当する科目数）を確認する。 

※実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又

は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任

を持っている場合は、その授業科目を分析項目の

状況に準ずるものとして分析することが可能 

※適切な科目担当となっていることの最低限の担保

として、大学院についても分析 

62 

留意点を追記 

12 分析項目６－５－３ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培

う取組（別紙様式６－５－３） 

・インターンシップを実施している場合は、その実施

状況が確認できる資料（実施要項、提携・受入企

業、派遣・単位認定実績等） 

分析項目６－５－３ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培

う取組（別紙様式６－５－３） 

・インターンシップを実施している場合は、その実施

状況が確認できる資料（実施要項、提携・受入企

業、派遣実績等） 

67 

削除 

13 分析項目６－５－４ 

 

【分析の手順】 

・履修上特別な支援を要する学生への学習支援に

分析項目６－５－４ 

 

【分析の手順】 

・履修上特別な支援を要する学生への学習支援に

67 

留意点を追記 
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ついては、あらかじめこれらの学生の人数等に関す

るデータを把握した上で、各大学固有の事情等に応

じて行われている学習支援の実施状況について確

認する。 

・特に障害のある学生については、関係法令の趣旨

を考慮して確認する。 

・その他履修上特別な支援を行うことが必要と考え

られる学生が現在在籍していない場合でも、各大学

固有の事情等に応じて学習支援を行うことのできる

状況にあるかについて確認する。 

※施設・設備のバリアフリー化への対応について

は、基準４－１において確認。 

ついては、あらかじめこれらの学生の人数等に関す

るデータを把握した上で、各大学固有の事情等に応

じて行われている学習支援の実施状況について確

認する。 

・特に障害のある学生については、関係法令の趣旨

を考慮して確認する。 

・その他履修上特別な支援を行うことが必要と考え

られる学生が現在在籍していない場合でも、各大学

固有の事情等に応じて学習支援を行うことのできる

状況にあるかについて確認する。 

※施設・設備のバリアフリー化への対応について

は、基準４－１において確認。 

※障害のある学生、留学生、その他履修上特別な

支援を要する学生がいない場合も、体制は記載 

14 分析項目６－６－４ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・学生からの成績評価に関する申立ての手続きや

学生への周知等が明示されている資料 

・申立ての内容及びその対応、申立ての件数等の

資料・データ 

・成績評価の根拠となる資料（答案、レポート、出席

記録等） 

分析項目６－６－４ 

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・学生からの成績評価に関する申立ての手続きや

学生への周知等が明示されている資料 

・申立ての内容及びその対応、申立ての件数等の

資料・データ 

・成績評価の根拠となる資料（答案、レポート、出席

記録等）を保存することを定めている規定類 

69 

追記 

15 分析項目６－８－４  

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・卒業（修了）後、一定年限を経過した卒業（修了）生

についての意見聴取（アンケート、懇談会、インタビ

ュー等）の概要及びその結果が確認できる資料 

・意見聴取に関する資料（卒業（修了）後一定期間

（例えば「５年間」等大学が適切と考える期間）経過

時） 

分析項目６－８－４  

 

【分析項目に係る根拠資料・データ】 

・卒業（修了）後、一定年限を経過した卒業（修了）生

についての意見聴取（アンケート、懇談会、インタビ

ュー等）の概要及びその結果が確認できる資料 

75 

削除 

◆評価実施手引書 

16 第２章 評価方法（１）━書面調査 

Ⅲ 基準ごとの分析 

（２）分析項目ごとの分析 

 

 

 

（２）分析項目ごとの分析 

 

６ 

追記 
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③ 基準６—１から６—８まで（領域６）の分析項目ごと

の分析にあたっては、基準２－１で対象大学が特定

した教育研究上の基本組織等ごとに自己評価書が

作成されますので、特定された教育研究上の基本

組織等ごとに分析します。 

③ 基準６—１から６—８まで（領域６）の分析項目ごと

の分析にあたっては、基準２－１で対象大学が特定

した教育研究上の基本組織等ごとに自己評価書が

作成されますので、特定された教育研究上の基本

組織等ごとに分析します。分析と判断の対象となる

教育研究上の基本組織に関して信頼できる第三者

による評価の結果がある場合には、その組織に関

する自己評価書を当該の評価結果によって代替さ

せることがあります。その場合には、その評価結果

に基づいて行った改善向上の取組があること、ある

いはその取組の必要がないことが明らかであること

を基準２－１及び基準２－３における分析の根拠資

料によって確認します。また、判断の対象となる教

育研究上の基本組織の一部の教育課程について信

頼できる第三者による評価の結果がある場合も同

様に確認し、それらの教育課程を含む教育研究上

の基本組織について判断します。 

17 （３）基準の評価 

前記（２）「分析項目ごとの分析」の結果に基づき、

基準ごとに「書面調査による分析状況」を作成しま

す。その上で「分析項目ごとの分析」を整理し、基準

を満たしているか否かの判断を行います。 

（３）基準の評価 

前記（２）「分析項目ごとの分析」の結果に基づき、

基準ごとに「書面調査による分析状況」を作成しま

す。その上で「分析項目ごとの分析」を整理し、基準

を満たしているか否かの判断を行います。基準６−１

から基準６−８までの基準については、教育研究上

の基本組織ごとの分析と判断に基づき、機関として

基準を満たしているか否かの判断を行います。 

６ 

追記 

18 （５）確認事項の抽出 

書面調査では基準の判断に必要な内容が確認で

きない場合、訪問調査時に補足説明及び根拠とな

る資料・データ等の提出を求めることができますの

で、当該求める内容を「訪問調査時の確認事項」と

して抽出します。 

（５）確認事項の抽出 

書面調査では基準の判断に必要な内容が確認で

きない場合、訪問調査時に補足説明及び根拠とな

る資料・データ等の提出を求めることができますの

で、当該求める内容を「確認事項」として抽出しま

す。 

６ 

削除 

19 第３章 評価方法（２）━訪問調査 

Ⅲ 訪問調査の事前準備 

 

３ 調査内容等の決定及び通知 

 

評価部会は、第２章「Ⅳ 書面調査による分析結

 

 

 

３ 調査内容等の決定及び通知 

 

評価部会は、第２章「Ⅳ 書面調査による分析結

８ 

変更 
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果等の作成」で記述した「書面調査による分析結果」

から、基準ごとの評価結果（「基準○―○を満たして

いる」若しくは「基準○―○を満たしていない」等の

判断、並びに抽出した「優れた点」及び「改善を要す

る点」）を除いたものを「書面調査による分析状況」と

して整理します。また、訪問調査時に補足説明及び

根拠となる資料・データ等の提出を求める事項を「訪

問調査時の確認事項」として整理します。 

評価部会は、これら「書面調査による分析状況」、

「訪問調査時の確認事項」及びその他調査内容を訪

問調査の４週間前までを目途に、機構事務局を通じ

て対象大学に通知します。「訪問調査時の確認事

項」として通知したもののうち可能なものについて

は、訪問調査日の前に対象大学から回答や資料・

データ等の提出を受けるものとします。 

果等の作成」で記述した「書面調査による分析結果」

から、基準ごとの評価結果（「基準○―○を満たして

いる」若しくは「基準○―○を満たしていない」等の

判断、並びに抽出した「優れた点」及び「改善を要す

る点」）を除いたものを「書面調査による分析状況」と

して整理します。また、補足説明及び根拠となる資

料・データ等の提出を求める事項を「確認事項」とし

て整理します。 

評価部会は、これら「書面調査による分析状況」、

「確認事項」及びその他調査内容を９月中を目途

に、機構事務局を通じて対象大学に通知します。

「確認事項」として通知したものについては、通知か

ら３週間以内に対象大学から回答や資料・データ等

の提出を受けるものとします。 

 

20 Ⅳ 訪問調査の実施方法等 

 

１ 訪問調査の実施方法 

 

（１）対象大学の関係者（責任者）との面談や資料・

データ等の収集を行うとともに、実際の教育研究活

動等の状況を把握するため、現役学生及び卒業（修

了）生等との面談や、教育現場の視察等を行いま

す。具体的調査内容は、後述の「２ 訪問調査の内

容」に掲げる事項を基本とします。また、必要に応じ

て、新たに調査事項を加えることができるほか、面

談、教育現場の視察等の調査時には、面談対象者

や調査施設ごとに、評価チーム内で分担し、同時並

行して調査を進行するなどの方法を用い、調査を効

果的に実施します。 

 

（２）対象大学の関係者（責任者）との面談におい

て、「書面調査による分析状況」と｢訪問調査時の確

認事項｣に対する意見・回答について、対象大学の

関係者（責任者）から補足説明又は根拠となる資

料・データ等の提供を受けます。 

 

 

 

１ 訪問調査の実施方法 

 

（１）対象大学の関係者（責任者）との面談や資料・

データ等の収集を行うとともに、実際の教育研究活

動等の状況を把握するため、現役学生との面談や、

教育現場の視察等を行います。具体的調査内容

は、後述の「２ 訪問調査の内容」に掲げる事項を基

本とします。また、必要に応じて、新たに調査事項を

加えることができるほか、面談、教育現場の視察等

の調査時には、面談対象者や調査施設ごとに、評

価チーム内で分担し、同時並行して調査を進行する

などの方法を用い、調査を効果的に実施します。 

 

 

（２）対象大学の関係者（責任者）との面談におい

て、「書面調査による分析状況」と｢確認事項｣に対

する意見・回答について、対象大学の関係者（責任

者）から補足説明又は根拠となる資料・データ等の

提供を受けます。 

 

９ 
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（３）対象大学の関係者（責任者）からの補足説明又

は根拠となる資料・データ等の提供によっても、なお

確認できない補足調査事項については、新たに根

拠となる資料・データ等の提出を求めることができま

す。 

 

（４）現役学生及び卒業（修了）生等との面談や教育

現場の視察等で得られた知見及び上記（２)で確認し

た補足説明等に基づき、訪問調査終了時点での分

析結果の検討及び、さらに必要な資料・データ等の

確認を行い、訪問調査の結果として対象大学の関

係者（責任者）に依頼や説明を実施します。その際、

評価部会において総合的に判断する事項及び、上

記（３）で提出された新たな根拠となる資料・データ

等の分析を必要とする事項については、説明を控え

ることとします。 

（３）対象大学の関係者（責任者）からの補足説明又

は根拠となる資料・データ等の提供によっても、なお

確認できない補足調査事項については、新たに根

拠となる資料・データ等の提出を求めることができま

す。 

 

（４）現役学生との面談や教育現場の視察等で得ら

れた知見及び上記（２)で確認した補足説明等に基

づき、訪問調査終了時点での分析結果の検討及

び、さらに必要な資料・データ等の確認を行い、訪問

調査の結果として対象大学の関係者（責任者）に依

頼や説明を実施します。その際、評価部会において

総合的に判断する事項及び、上記（３）で提出された

新たな根拠となる資料・データ等の分析を必要とす

る事項については、説明を控えることとします。 

21 ２ 訪問調査の内容 

 

評価チームは、以下の内容を基本として、訪問調

査を行います。 

 

（１）大学関係者（責任者）との面談 

訪問調査が円滑かつ効果的に実施されるよう、大

学関係者（責任者）に協力を要請するとともに、自己

評価書の記述内容についての不明確な点を含め、

評価の参考となる事柄及び「書面調査による分析状

況」と｢訪問調査時の確認事項｣に対する意見・回答

について、補足説明を受けます。面談者は、学長、

副学長、学部長等の責任を有する立場にある者とし

ます。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

（２）一般教員、支援スタッフ等との面談 

 

大学関係者（責任者）とは異なる立場にあることを

前提に、当該対象大学が行う教育研究活動等に参

２ 訪問調査の内容 

 

評価チームは、以下の内容を基本として、訪問調

査を行います。 

 

（１）大学関係者（責任者）との面談による意見聴取 

訪問調査が円滑かつ効果的に実施されるよう、大

学関係者（責任者）に協力を要請するとともに、自己

評価書の記述内容についての不明確な点を含め、

評価の参考となる事柄及び「書面調査による分析状

況」と確認事項｣に対する意見・回答について、補足

説明を受けます。面談者は、学長、副学長、学部長

等の責任を有する立場にある者とします。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

 

（２）一般教員、支援スタッフ等との面談による意見

聴取 

大学関係者（責任者）とは異なる立場にあることを

前提に、当該対象大学が行う教育研究活動等に参

９～10 
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画している立場から、優れた点、改善を要する点等

があるか、自己評価内容と実態との乖離がないかな

どの視点から調査を行います。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する場

合があります。 

 

（３）現役学生及び卒業（修了）生等との面談 

現役学生、及び、既に卒業（修了）した５年以内の社

会人等学外者の立場から、当該対象大学における

教育研究活動等の状況について、優れた点、改善

を要する点等があるか、自己評価内容と実態との乖

離がないかなどの視点から調査を行います。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する場

合があります。 

また、各出席者の志望動機や入学後の印象、学

生生活の感想等といった一般的な事項をはじめ、授

業や実験・実習、演習等の感想や問題点、学習環

境（施設・設備等）、学習成果等については、学生の

満足度を知る上で重要ですので、特に詳しく質問し、

活発な発言が得られるように努めます。 

画している立場から、優れた点、改善を要する点等

があるか、自己評価内容と実態との乖離がないかな

どの視点から調査を行います。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

（３）現役学生との面談による意見聴取 

現役学生の立場から、当該対象大学における教

育研究活動等の状況について、優れた点、改善を

要する点等があるか、自己評価内容と実態との乖

離がないかなどの視点から調査を行います。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する場

合があります。 

また、各出席者の志望動機や入学後の印象、学

生生活の感想等といった一般的な事項をはじめ、授

業や実験・実習、演習等の感想や問題点、学習環

境（施設・設備等）、学習成果等については、学生の

満足度を知る上で重要ですので、特に詳しく質問し、

活発な発言が得られるように努めます。 

22 Ⅵ 訪問調査スケジュール（例） 

 

＜第１日目＞ 

 事項 時間 備考 

9:00～ 

（大学到着） 

評価チーム会

議① 

３０分  

9:30～ 
大学関係者（責

任者）との面談 

１５０

分 
 

12:00～ 昼食・休憩 ６０分  

13:00～ 

一般教員、支援

スタッフ等と

の面談 

８０分  

14:20～ 休憩 １０分  

14:30～ 

教育現場の視

察及び学習環

境の状況調査 

１００

分 
 

 

 

＜第１日目＞ 

 事項 時間 備考 

9:00～ 

（大学到着） 

評価チーム会

議① 

６０分  

10:00～ 
大学関係者（責

任者）との面談 

１２０

分 
 

12:00～ 昼食・休憩 ６０分  

13:00～ 

一般教員、支援

スタッフ等と

の面談 

８０分  

14:20～ 休憩 １０分  

14:30～ 

教育現場の視

察及び学習環

境の状況調査 

１００

分 
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16:10～ 
評価チーム会

議② 

１００

分 
 

17:50～ 休憩 １０分  

18:00～ 

現役学生及び

卒業（修了）生

との面談 

９０分  

 

16:10～ 
評価チーム会

議② 

１００

分 
 

17:50～ 休憩 １０分  

18:00～ 
現役学生との

面談 
６０分  

 

 

◆訪問調査実施要項 

23 Ⅰ 訪問調査の概要 

３ 実施内容 

 

実施内容は次の（１）から（６）のとおりですが、書

面調査の結果によっては、調査事項を追加する場

合があります。 

なお、詳細については、「Ⅲ 訪問調査当日の対

応等」に記載しています。 

（１）大学関係者（責任者）との面談 

（２）一般教員、支援スタッフ等との面談 

（３）現役学生及び卒業（修了）生との面談 

（４）教育現場の視察及び学習環境の状況調査 

（５）評価チーム会議（根拠となる資料・データ等の補

完的収集及び確認を含む。） 

（６）大学関係者（責任者）への訪問調査結果の説明

及び意見聴取 

 

３ 実施内容 

 

実施内容は次の（１）から（５）のとおりですが、書

面調査の結果によっては、調査事項を追加する場

合があります。 

なお、詳細については、「Ⅲ 訪問調査当日の対

応等」に記載しています。 

（１）面談による意見聴取 

（２）Webによる意見聴取 

（３）教育現場の視察及び学習環境の状況調査 

（４）評価チーム会議（根拠となる資料・データ等の補

完的収集及び確認を含む。） 

（５）大学関係者（責任者）への訪問調査結果の説明

及び意見聴取 

１ 

変更 

24 Ⅱ 訪問調査実施までの準備等 

訪問調査実施までの準備等は、次の「１ 訪問調

査実施日の決定」「２ 訪問調査スケジュールの決

定に伴う準備」（訪問調査の４週間前）「３ 『書面調

査による分析状況』及び『訪問調査時の確認事項』

への対応」（訪問調査の４週間から３週間前）の３段

階で行います。 

Ⅱ 訪問調査実施までの準備等 

（削除） 

２ 

削除 
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25 ２ 訪問調査スケジュールの決定に伴う準備 

 

評価部会は、訪問調査の４週間前までに、訪問調

査スケジュール及び面談対象者の属性等並びに視

察・状況調査を行う授業・実習や施設・設備等を決

定し、機構事務局を通じて対象大学へ通知します。

対象大学は、関係者のスケジュールの調整を行うと

ともに、通知された次の（１）～（３）について決定し、

その内容が分かる資料（面談等の会場となる室名、

面談対象者名簿、視察・調査のタイムテーブル等が

考えられます。）を訪問調査の１週間前までに機構

事務局へ提出してください。 

 

（１）面談等の会場 

当日使用する部屋として、 

①大学関係者（責任者）との面談用の会場 

②一般教員、支援スタッフ等との面談用の会場 

③現役学生及び卒業（修了）生との面談用の会場 

④評価チーム打合せ室（機構関係者控室） 

を用意してください。 

 

（２）面談対象者 

評価部会が決定した面談対象者の属性等に基づ

き、対象大学において選定してください。 

また、選定した面談対象者に対して、集合日時・

場所等を連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 訪問調査スケジュールの決定に伴う準備 

 

評価部会は、９月中を目途に、訪問調査スケジュ

ール及び意見聴取の対象者の属性等並びに視察・

状況調査を行う授業・実習や施設・設備等を決定

し、機構事務局を通じて対象大学へ通知します。対

象大学は、関係者のスケジュールの調整を行うとと

もに、通知された次の（１）～（３）について決定し、そ

の内容が分かる資料（意見聴取の対象者名簿、面

談等の会場となる室名、視察・調査のタイムテーブ

ル等が考えられます。）を３週間以内に機構事務局

へ提出してください。 

 

 

（１）意見聴取対象者 

評価部会が決定した意見聴取対象者の属性等に

基づき、対象大学において選定してください。 

・面談による意見聴取 

①大学関係者（責任者） 

②一般教員、支援スタッフ等 

③現役学生 

・Webによる意見聴取 

①卒業（修了）生 

②高等学校関係者 

③企業関係者 

④自治体関係者 

また、選定した面談による意見聴取対象者に対し

ては、集合日時・場所、Web による意見聴取対象者

に対しては、機構が指定する回答方法等を連絡して

ください。 

 

（２）各面談等の会場 

当日使用する部屋として、 

①大学関係者（責任者）との面談用の会場 

②一般教員、支援スタッフ等との面談用の会場 

③現役学生及び卒業（修了）生との面談用の会場 

④評価チーム打合せ室（機構関係者控室） 

２ 
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（３）教育現場の視察及び学習環境の状況調査の経

路設定 

評価部会が決定した授業・実習及び施設・設備等

について、時間的に効率よく調査ができるよう、視

察・状況調査の経路を対象大学において設定してく

ださい。 

を用意してください。 

 

（３）教育現場の視察及び学習環境の状況調査の経

路設定 

評価部会が決定した授業・実習及び施設・設備等

について、時間的に効率よく調査ができるよう、視

察・状況調査の経路を対象大学において設定してく

ださい。 

26 ３ 「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の

確認事項」への対応 

 

評価部会は、訪問調査の４週間前までを目途に、

書面調査で取りまとめた「書面調査による分析状

況」及び書面調査で確認できなかった事項や追加の

資料・データ等の提出を求める事項を取りまとめた

「訪問調査時の確認事項」を作成し、機構事務局を

通じて対象大学へ通知します。その際、評価チーム

及び機構教職員の参加者名も併せて通知します。 

対象大学は、「書面調査による分析状況」に対し

て事実誤認等の意見がある場合は意見及びその理

由を、また、「訪問調査時の確認事項」に対しては詳

細かつ具体的な回答を、追加の資料・データととも

に用意してください。用意した回答は、大学関係者

（責任者）との面談等の調査を円滑に行うために、原

則として訪問調査の１週間前までに根拠となる資

料・データ等を記載（添付）した上で、機構事務局へ

提出してください。ただし、回答に際し、追加の資料・

データ等のうち量の多いものや外部に持ち出すこと

が望ましくないもの等、回答に記載（添付）すること

が困難なものについては、評価チーム打合せ室に

用意してください。 

なお、上記の追加の資料・データ等以外のもの

で、自己評価の根拠となった資料・データ等につい

ても、評価チーム打合せ室に用意してください。 

３ 「書面調査による分析状況」及び「確認事項」へ

の対応 

 

評価部会は、９月中を目途に、書面調査で取りま

とめた「書面調査による分析状況」及び書面調査で

確認できなかった事項や追加の資料・データ等の提

出を求める事項を取りまとめた「確認事項」を作成

し、機構事務局を通じて対象大学へ通知します。そ

の際、評価チーム及び機構教職員の参加者名も併

せて通知します。 

 

対象大学は、「書面調査による分析状況」に対し

て事実誤認等の意見がある場合は意見及びその理

由を、また、「確認事項」に対しては詳細かつ具体的

な回答を、追加の資料・データとともに用意し、３週

間以内に根拠となる資料・データ等を記載（添付）し

た上で、機構事務局へ提出してください。ただし、回

答に際し、追加の資料・データ等のうち量の多いも

のや外部に持ち出すことが望ましくないもの等、回

答に記載（添付）することが困難なものについては、

訪問調査時に評価チーム打合せ室に用意してくださ

い。 

なお、上記の追加の資料・データ等以外のもの

で、自己評価の根拠となった資料・データ等につい

ても、評価チーム打合せ室に用意してください。 

３ 

変更 

27 Ⅲ 訪問調査当日の対応等 

 

１ 大学関係者（責任者）との面談 

Ⅲ 訪問調査当日の対応等 

 

１ 大学関係者（責任者）との面談による意見聴取 

４ 

変更 
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学長、副学長、学長補佐、事務責任者等の責任

を有する立場にある方を対象とし、対象大学から、

自己評価書の記述内容についての不明確な点を含

め、評価の参考となる事項及び訪問調査の１週間

前までに回答された「書面調査による分析状況」及

び「訪問調査時の確認事項」に対する意見・回答の

内容について、補足説明を行っていただき、その

後、評価チームからの質疑に対し、応答していただ

きます。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

２ 一般教員、支援スタッフ等との面談 

 

大学関係者（責任者）とは異なる立場にある教員

及び支援スタッフ等を対象とし、対象大学の教育研

究活動等の状況について、評価チームからの質疑

に対し、応答していただきます。そのため、「１ 大学

関係者（責任者）との面談」の対象者が、本面談に

出席することはご遠慮ください。なお、率直な意見を

聴取する観点から、関係者の同席も、ご遠慮くださ

い。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

３ 現役学生及び卒業（修了）生等との面談 

 

在学生や卒業（修了）生を対象とします。それぞ

れの立場から、対象大学における教育研究活動等

や学習成果の有効性の状況について、評価チーム

からの質疑に対し、応答していただきます。そのた

め、率直な意見を聴取する観点から、「１ 大学関係

者（責任者）との面談」「２ 一般教員、支援スタッフ

等との面談」の対象者をはじめ、関係者の同席はご

遠慮ください。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

 

学長、副学長、学長補佐、事務責任者等の責任

を有する立場にある方を対象とし、対象大学から、

自己評価書の記述内容についての不明確な点を含

め、評価の参考となる事項及び回答された「書面調

査による分析状況」及び「確認事項」に対する意見・

回答の内容について、補足説明を行っていただき、

その後、評価チームからの質疑に対し、応答してい

ただきます。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

 

２ 一般教員、支援スタッフ等との面談による意見聴

取 

大学関係者（責任者）とは異なる立場にある教員

及び支援スタッフ等を対象とし、対象大学の教育研

究活動等の状況について、評価チームからの質疑

に対し、応答していただきます。そのため、「１ 大学

関係者（責任者）との面談による意見聴取」の対象

者が、本面談に出席することはご遠慮ください。な

お、率直な意見を聴取する観点から、関係者の同席

も、ご遠慮ください。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する

場合があります。 

 

３ 現役学生との面談による意見聴取 

 

在学生を対象とします。それぞれの立場から、対

象大学における教育研究活動等や学習成果の有効

性の状況について、評価チームからの質疑に対し、

応答していただきます。そのため、率直な意見を聴

取する観点から、「１ 大学関係者（責任者）との面

談による意見聴取」「２ 一般教員、支援スタッフ等と

の面談による意見聴取」の対象者をはじめ、関係者

の同席はご遠慮ください。 

必要に応じて、評価チーム内で分担して実施する
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場合があります。 

 

４  

 

５  

 

６ 大学関係者（責任者）への訪問調査結果の説明

及び意見聴取 

 

「１ 大学関係者（責任者）との面談」と同じ責任者を

対象とします。 

評価チームは、対象大学に訪問調査で得られた知

見や根拠となる資料・データ等の調査結果を説明

し、それに対する対象大学からの意見を聴取するこ

とによって、事実誤認等がないかを相互確認するな

ど、共通理解を図ります。 

なお、訪問調査中に確認できなかった事項について

新たな根拠となる資料・データ等の確認が必要な場

合には、訪問調査終了後１週間以内に根拠となる資

料・データ等を提出するよう対象大学に求めます。 

場合があります。 

 

４ 

 

５ 

 

６ 大学関係者（責任者）への訪問調査結果の説明

及び意見聴取 

 

「１ 大学関係者（責任者）との面談による意見聴

取」と同じ責任者を対象とします。 

評価チームは、対象大学に訪問調査で得られた

知見や根拠となる資料・データ等の調査結果を説明

し、それに対する対象大学からの意見を聴取するこ

とによって、事実誤認等がないかを相互確認するな

ど、共通理解を図ります。 

なお、訪問調査中に確認できなかった事項について

新たな根拠となる資料・データ等の確認が必要な場

合には、訪問調査終了後１週間以内に根拠となる資

料・データ等を提出するよう対象大学に求めます。 

28 Ⅳ 訪問調査スケジュール（例） 

 

＜第１日目＞ 

 事項 時間 備考 

9:00～ 

（大学到着） 

評価チーム会

議① 

３０分  

9:30～ 
大学関係者（責

任者）との面談 

１５０

分 
 

12:00～ 昼食・休憩 ６０分  

13:00～ 

一般教員、支援

スタッフ等と

の面談 

８０分  

14:20～ 休憩 １０分  

14:30～ 

教育現場の視

察及び学習環

境の状況調査 

１００

分 
 

 

 

＜第１日目＞ 

 事項 時間 備考 

9:00～ 

（大学到着） 

評価チーム会

議① 

６０分  

10:00～ 
大学関係者（責

任者）との面談 

１２０

分 
 

12:00～ 昼食・休憩 ６０分  

13:00～ 

一般教員、支援

スタッフ等と

の面談 

８０分  

14:20～ 休憩 １０分  

14:30～ 

教育現場の視

察及び学習環

境の状況調査 

１００

分 
 

６ 

変更 
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16:10～ 
評価チーム会

議② 

１００

分 
 

17:50～ 休憩 １０分  

18:00～ 

現役学生及び

卒業（修了）生

との面談 

９０分  

 

16:10～ 
評価チーム会

議② 

１００

分 
 

17:50～ 休憩 １０分  

18:00～ 
現役学生との

面談 
６０分  

 

 

 


